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参考情報
事業等のリスク
住友商事株式会社及び子会社

当社の事業その他に関するリスクとして投資者の判断に重要

な影響を及ぼす可能性があると考えられる事項には以下のよう

なものがあります。

なお、文中における将来に関する情報は、別段の記載がない

限り、当期末日（2009年3月31日）現在における当社の判断、目

標、一定の前提または仮定に基づく予測等であり、将来そのと

おりに実現する保証はありません。

（1）期間損益変動のリスク

当社の過去の各四半期、半期または通期の実績が、将来の業

績の傾向を直接間接に示唆するものとは一概に言えません。当

社の業績は過去において、以下に掲げる要因を含む多くの要因

によって、四半期毎、半期及び年度毎に変動しており、今後も変

動すると考えられます。

① 当社の関与する市場における経済及びその他の状況の変化

② 製品及びサービスの原価、販売価格、売上高、並びに提供

する製品及びサービス構成の変化

③ 顧客の需要、取引関係、取引先の業況、産業動向及びその

他の要因の変化

④ 戦略的事業投資の成功及び不成功

⑤ 株式・不動産・その他の資産価格の変化及びそれらの売

却・再評価

⑥ 金利・為替等の金融市場及び商品市場の動向

⑦ 当社の顧客の信用力の変化

従って、当社の過去の実績の比較は、将来の業績の傾向を直

接間接に示唆するものではありません。

（2）中期経営計画に基づく経営目標が達成できないリスク

当社は、グローバルなリーディングカンパニーを目指し、収益

基盤の拡大と体質強化に継続的に取り組むため、2年度毎に中

期経営計画を策定しています。

中期経営計画では、一定の定量目標及び定性目標を掲げ、進

捗状況を逐次確認しながら目標達成に向け取り組んでおり、策

定時において適切と考えられる情報収集及び分析等に基づき策

定されております。しかしながら必要な情報を全て収集できる

とは限らないこと等から、事業環境の変化その他様々な要因に

より目標を達成できない可能性もあります。また、当社は経営計

画において、「リスクアセット」と「リスク・リターン」という「各事

業が抱えるリスクに対する収益性」を把握する当社独自の指標

を使用しております。これらは一定の統計的な前提、見積りや仮

定を含む概念であり、米国会計基準に従って算出された評価指

標とも異なるため、必ずしも全ての投資家にとって有用な指標

である訳ではありません。

（3）事業環境が変化するリスク

当社は、日本を含む60か国以上の国々に拠点を置いて事業活

動を展開しており、日本及び海外の幅広い産業分野において、

様々な商業活動その他の取引を行っているため、日本の一般景

気動向の影響のみならず、関係各国の経済状況や世界経済全体

の影響も受けます。

昨年来の主要国での金融危機に端を発し、当社が事業を展開

する諸外国の一部においては、デフレーションや通貨価値の下

落、流動性の危機に直面したところもあり、これらが継続または

再発する可能性があります。また、高い経済成長を遂げてきた

新興国でも、成長が鈍化し始めております。

さらに、当社の事業展開上重要な諸外国は、依然としてテロ攻

撃の可能性や政情不安等の懸念もあり、このような事態が発生

した場合には経済情勢に変化が出てくる可能性があります。

従って、当社の事業展開上重要な地域における上記を含む経

済情勢など事業環境の変化が、当社の業績及び財政状態に悪影

響を与える可能性があります。

（4）競争関係に伴うリスク

当社が事業を遂行する市場は、熾烈な競合状況にあります。

当社は、日本の他の総合商社のみならず、当該各事業に特化した

国内外の企業とも競合しています。これらの競合他社が、財務、

技術、マーケティング、販売網、情報、人材、取引先との強固な関

係等の面で当社より優位にある、もしくは、日本の他の総合商社

が当社と同様の戦略的経営計画を策定、実行することにより、当

社がそれらの総合商社との差別化を図ることが困難となる可能

性もあります。

このような熾烈な競合状況下において、当社が、以下に掲げ

る事項を行うことができない場合には、当社の事業展開にとっ

て障害となる可能性があります。

① 市場動向を予測し、当該市場動向に対処することによって、

顧客の変化するニーズに適時に応じること
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② 販売先及び仕入先との関係を維持すること

③ 関係会社及び提携先との関係及び全世界的な地域ネット

ワークを維持すること

④ 当社の事業計画を遂行するために必要な資金を適切な条

件で調達すること

⑤ 価格競争力を維持するために、常時変転している市場動向

に合わせて、当社の原価構造を適時に調整すること

（5）取引先の信用リスク

当社は取引先に対し、売掛債権、前渡金、貸付金、保証その他

の形で信用供与を行っており、信用リスクを負っています。これ

ら取引先には当社の投資先企業が含まれており、この場合には、

信用リスクに加えて投資リスクが存在します。また、当社は、主

としてヘッジを目的とするスワップ等のデリバティブも行ってお

り、当該取引にも契約相手先の信用リスクが存在します。これら

取引先、契約相手先が、支払不能、契約不履行等に陥る場合、当

社の事業及び財政状態が悪影響を受ける可能性があります。

当社では、内部格付制度に基づく取引先等の信用力チェック

や担保・保証等の取得、取引先の分散等により、係るリスクの管

理に努めており、また、上記の信用リスクが顕在化した場合に備

えるため、取引先の信用力、担保価値その他一定の前提、見積り

及び評価に基づいて貸倒引当金を設定しております。

しかしながら、こうした管理によりリスクを十分に回避できる

保証はありません。また、一定の前提、見積り及び評価が正しい

とは限らず、経済状況が悪化する場合や当社の前提、見積りまた

は評価の基礎を成したその他の要素が変化する場合あるいはそ

の他の予期せぬ要因により悪影響を被る場合等においては、実

際に発生する損失が貸倒引当金を大きく超過する可能性があり

ます。

（6）投資等に係るリスク

当社は、戦略上の理由や事業機会の拡大を図っていくため、新

会社の設立や既存の会社の買収等の投資を行っており、今後も

行い続ける予定です。また、当社は、こうした投資先に対して、

掛売り、貸付、保証等の信用供与を行う場合もあります。さらに、

このような事業投資は多額の資本の裏付けを必要とするため、

追加的な資金拠出を必要とする場合があります。当社はこれら

の投資から期待通りの成果を上げられない可能性があり、また

事業投資の多くは流動性が低いこと等の理由により、当社が望

む時期もしくは方法により投資を回収できない場合があります。

これらのリスクを出来る限り抑えるために、当社は、投資案件

の実施の際、原則として、所定のハードルレートをクリアーでき

る案件に限って取り進めるとともに、全社的に大きなインパクト

のある大型案件や重要案件については、投資決定に先立ち、

コーポレート部門の主要メンバーが専門的見地から案件のリス

ク分析と取り進めの可否を検討する投融資委員会を通じて、適

切な牽制機能を果たしています。

また、当社は、当社外の他社とパートナーシップやジョイント

ベンチャーを設立したり戦略的なビジネス・アライアンスを組

むことがあります。投資先の会社の経営や資産を当社が直接コ

ントロールすることや、当該投資先に関わる重要な意思決定を

当社自身が行うことは、他の株主やパートナーの同意がない限

りできないか、または全くできない場合があります。このような

場合や当該他社との戦略的アライアンス等を継続できない場合

等においては、当社の事業に悪影響を与える可能性があります。

（7）金利、外国為替、及び商品市況の変動について

当社は、事業資金を金融機関からの借入または社債・コマー

シャルペーパーの発行等により調達しております。また、当社は

取引先に対し、売掛債権、前渡金、貸付金、保証その他の形で信

用を供与する場合があります。そのような例として、当社が複数

の子会社等を通じて日本その他の地域で展開する、自動車金融

事業やリース事業が挙げられます。これらの取引により生ずる収

益・費用及び資産・負債の公正価値は、金利変動の影響を受ける

場合があります。また、当社が行う外貨建投資並びに外貨建取引

により生ずる収益・費用及び外貨建債権・債務の円貨換算額、並

びに外貨建で作成されている海外連結対象会社の財務諸表の円

貨換算額は、外国為替レートの変動の影響を受ける場合があり

ます。当社ではこれら金利変動、外国為替レートの変動によるリ

スクを回避するため、様々なデリバティブ等を活用していますが、

これらによりリスクが十分に回避できる保証はありません。

当社は、世界の商品市場における主要な参加者として、鉱物、

金属、化学品、エネルギー及び農産物といった様々な商品の取

引、天然資源開発プロジェクトへの投資を行っているため、関連

する商品価格の変動の影響を受ける可能性があります。当社は、

商品の売り繋ぎや売り買い数量・時期等のマッチング、デリバ
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ティブ等の活用によって、商品価格の変動によるリスクを減少さ

せるよう努めていますが、これらによりリスクが十分に回避でき

る保証はありません。

（8）不動産等、固定資産の価値下落に係るリスク

当社は、日本及び海外において、オフィスビルや商業用施設、

居住用不動産の開発、賃貸、保守・管理事業等の不動産事業を

行っており、不動産市況が悪化した場合には、業績及び財政状態

が悪影響を受ける可能性があります。

また、地価及び賃貸価格の下落が生じた場合には、当社が保

有する賃貸用の土地及び建物、並びに開発用の土地及びその他

の不動産の評価額について、減損処理を行う必要が生ずる可能

性があります。

不動産の他、当社が所有する固定資産についても減損のリス

クに晒されており、当社の業績及び財政状態に悪影響を及ぼす

可能性があります。

（9）株式市場の変動に係るリスク

当社が保有する市場性のある有価証券のうち売却可能有価証

券（株式）において、日本企業が発行する株式への投資が大きな

割合を占めており、日本の株式市場が今後低迷した場合には、有

価証券評価損の計上等によって、当社の業績及び財政状態が悪

影響を受ける可能性があります。

（10）退職給付費用に関するリスク

国内外の株式市場が今後低迷した場合等に、当社の年金資産

の価値が減少し、年金に関する費用が増加する、あるいは追加

的な年金資産の積み増しを要する等により、当社の業績及び財

政状態に悪影響を与える可能性があります。

（11）リスク・エクスポージャーの集中リスク

当社の事業や投資活動の一部において、特定の市場、投資先

または地域に対する集中度が高くなっているものがあります。

そのため、これらの事業や投資活動から当社が期待した通りの

成果が得られない場合、または、これらの市場もしくは地域にお

ける経済環境が悪化した場合には、当社の事業及び業績に重大

な悪影響を与える可能性があります。例えば、インドネシアにお

いては、大型銅・金鉱山プロジェクト、大型発電事業、自動車金

融事業、液化天然ガス(LNG)プロジェクト等、様々な事業を展開

しており、リスク・エクスポージャーが集中しております。

（12）資金の流動性に係るリスク

当社は、事業資金を金融機関からの借入または社債・コマー

シャルペーパーの発行等により調達しております。金融市場の

混乱や、金融機関が貸出を圧縮した場合、また、格付会社による

当社の信用格付の大幅な引下げ等の事態が生じた場合、当社は、

必要な資金を必要な時期に、希望する条件で調達できない等、

資金調達が制約されるとともに、調達コストが増加する可能性

があり、当社の業績及び財政状態に悪影響を与える可能性があ

ります。

（13）法的規制に係るリスク

当社の事業は、日本及び諸外国において、様々な分野にわたる

広範な法律及び規制に服しています。これらの法律及び規制は、

関税及びその他の租税、事業及び投資認可、輸出入活動（国家安

全保障上の規制を含む）、独占禁止、不公正取引規制、為替管理、

小売業者保護、消費者保護、環境保護等の分野にわたります。

当社が事業を行う国によっては追加的または将来制定され得

る関係の法律及び規制に服する可能性があり、また、比較的最

近に法整備がなされた新興国においては、法令の欠如、法令の

予期し得ない解釈並びに規制当局、司法機関及び行政機関の規

制実務の変更によって、当社の法令遵守のための負担がより増

加する可能性があります。

当社が現在または将来の法律及び規制を遵守できなかった場

合には、罰則及び罰金が課せられるとともに、事業が制約され、

信用の低下を被る可能性があるため、当社の事業展開、業績、財

政状態及び信用に重大な悪影響を及ぼす可能性があります。

（14）訴訟等に関するリスク

当社は、現在、日本及び海外において訴訟等の係争案件に関

わっています。また、事業遂行上、偶発的に発生する訴訟や訴訟

に至らない請求等を受ける可能性があります。

訴訟固有の不確実性に鑑み、現時点において、当社の関わる

訴訟の結果を予測することはできません。また、これらの訴訟

で当社が勝訴するという保証や将来においてそれらの訴訟によ

る悪影響を受けないという保証はありません。
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（15）役職員の内部統制等及び情報通信システムの管理に係るリ

スク

当社は、多種多様な事業活動を様々な地域で行っており、また

その規模自体も大きいため、日々の事業活動に対する管理は必

然的に分散化する傾向にあります。そのため、当社は、法令及び

社内規程の遵守を役職員に対し徹底するため、広範囲にわたる

内部統制及び経営陣による監視を行っておりますが、役職員の

不正及び不法行為を、完全に防止することができる保証はあり

ません。役職員が不正及び不法行為を行った場合、当社は、事

業活動上の制約、財政状態の悪化、信用の毀損等の悪影響を受

ける他、訴訟等のリスクに晒される可能性があります。

当社は、事業活動の多くを情報通信システムの機能に依存し

ています。このため、情報通信システムの機能不全等は、グロー

バルな規模で事業活動を妨げる可能性があります。

（16）個々の事業分野または地域に固有のリスクの存在と当社

のリスク管理システムについて

当社は、事業部門及び国内外の地域組織を通じて、広範かつ

多様な事業を営むとともに、新しい分野に事業を拡大していま

す。従って、当社には、総合商社として直面する全体的リスク及

び不確実性に加え、個々の事業分野または地域に固有のリスク

が存在します。

当社のリスク管理システムは、多種多様なリスクに対応すべく、

リスク計測手法、情報通信システムから社内規程及び組織構成

に至るまで、様々な要素により構成されておりますが、各種リス

クに対して十分に機能し得ない可能性があります。また、新しい

事業活動、製品、サービスに関するリスクについては、全く経験

がないかあるいは限定的な経験しか有しない可能性があります。

このような場合には、新しい事業活動、製品、サービスには、

より複雑なリスク管理システムの導入や人的資源等の経営資源

の投入が必要となる可能性があり、さらに人的資源等の経営資

源が不足している場合には、事業運営に対する制約につながる

可能性があります。




